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はじめに 

古来より脊振、三郡、犬鳴山塊の緑豊かな山々に囲まれる中、内海でおだやか

な博多湾と一体の都市として、福岡市は発展してきました。今では、約140万人

の人口規模を有する都市でありながら、博多湾と山々の緑に囲まれた環境は、緑

と海がもたらす多様な近隣の自然に恵まれ、広く市民や来訪者に愛されてきまし

た。 

世界各地での目覚しい都市の発展は、その一方で様々な環境問題や都市問題を

併発してきましたが、そうした都市発展の問題解決に向け、環境共生時代の実践

的都市づくりのモデルが求められています。福岡市の恵まれた立地条件や都市の

個性を活かし、自然環境と人が創り出す環境の共生を目指すアイランドシティ

は、その実験的モデルとしての取組みが大いに期待されるところであります。 

アイランドシティは、海の中に新たな都市を創造することから、海と緑に囲ま

れたモデル都市・実験都市として、今後 50 年、100 年先の未来を想定した都市

形成への取組みを率先して取り入れ、未来の都市社会に貢献していかなければな

りません。更に、この新都市での取り組みは、福岡市のまちづくりを先導し、そ

の成果が福岡市を始め各地に広く普及していく内容である必要があります。 

市民の財産となる真に優れた都市づくりは 100 年の計で取り組まなければな

りません。10年、20年の近未来に留まらず、50年、100年後にあっても高く評

価される永続的な価値を生み出す都市づくりには、拠り所となる基本方針やルー

ルが必要です。 

 そこでこの度、専門家らの検討を重ね、まちづくりデザインの基本的な方針と

ルールとして「アイランドシティ・デザインガイドライン」をとりまとめました。 

本ガイドラインは、アイランドシティ周辺の海や緑といった恵まれた自然を背景

として、自然と調和した都市形成を誘導するとともに、事業者、住民、行政が対

話をしながら、環境共生の理念を念頭に置いて、個々の道路、公園等の景観をデ

ザインし、「美しいまちなみ」と「緑の都市景観」を形成していくための基本的

な方針とルールを提示するものです。 

 また、本ガイドラインは、アイランドシティが将来にわたってモデル都市・実

験都市としての役割を担い、高質な居住環境レベルを永続的に維持・向上してい

く上で必要な「調和」と「連続性」に配慮した建築物等の配置、形態の方針とル

ールを提示するものでもあります。 

都市づくりに関わる多様な開発主体が、本ガイドラインを永続的に運用し、そ

の方針に基づき、21世紀の社会を豊かなものとする都市づくりに寄与することで

初めて、都市全体の価値を高め、その価値を維持する優れたモデル都市の基本型

がアイランドシティに築かれることとなります。更に美しく魅力的な都市の価値

向上のために、関係者の方々の一層のご尽力、ご協力をお願いする次第です。 

平成18年3月 

アイランドシティ整備事業は長期にわたる事業であるため、開発の進展や社会

経済情勢の変化等に対応しながら、適宜、ガイドラインの適正化を図ることとし

ています。 

この度、当初のまちびらきから５年が経過し、まちの熟成とともに本ガイドラ

インの誘導によって形成されてきた良好なまちなみの維持・保全を目的として、

エリア南側半分の博多港開発㈱工区が、福岡市都市景観条例に基づく都市景観形

成地区として指定されました。 

一方、北側の市５工区やセンター地区などにおいては、新たな事業計画を策定

し、道路等の公共整備や民間開発に本格的に着手することとしています。 

これらのことに鑑み、時代のニーズに適応しつつ全体として調和のとれた景観

デザインの誘導を図る必要があることから、本ガイドラインの最適化を行い、さ

らなる魅力向上を図るものです。 

平成23年10月 改訂 

アイランドシティまちづくりデザイン会議 

座長 出口 敦 



アイランドシティは、まちびらきから１５年が経過し、「環境共生」の基本方

針で、本ガイドラインの誘導により、良好なまちなみが形成されています。 

現在、まちづくりエリアの北側では、住宅や商業施設の開発及びグリーンベル

トなどの整備が進められており、ますます魅力的なまちへと変化しています。 

一方で、景観デザインの基本理念である「みどり豊かな景観」の形成のために

様々な取り組みを重ねてきましたが、これまでのみどりの生育状況や維持管理の

実態に応じた植栽計画の見直しが求められています。 

この度、まち全体をより良好な景観へと誘導していくために、道路植栽基準を

始めとした本ガイドラインの改訂を行ったものです。引き続き関係者の皆様にご

支援いただきますようお願い申し上げます。 

令和2年10月 改訂 

アイランドシティは、平成17年のまちびらき以降、本ガイドラインに基づき、

「美しいまちなみ」と「緑の都市景観」の創造に取り組んできた結果、良好な居

住空間が評価された人気のまちとなり、居住人口は12,000人を超え、現在も増

え続けています。 

人口増加とともに、身近な利便施設のほか大型商業施設も立地し、暮らしやす

いまちとなってきました。また、福岡市こども病院・ベジフルスタジアム（青果

市場）・福岡市総合体育館などが立地したことで、広域からの人の流れが大きく

なり、バス営業所・自動車専用道路の新設によって、交通の利便性も飛躍的に向

上しています。 

これから、アイランドシティはまちづくりの最終段階として、はばたき公園を

含むエコパークゾーンやグリーンベルトなど、海と緑に広く面するまちづくりエ

リアの北側に取り掛かります。 

アイランドシティがますます魅力あるまちに進化するよう、このエリアを時代

のニーズに適応した空間とし、将来にわたって美しいまちなみと良好な居住空間

を維持するため、この度、景観形成基準等の改訂を行ったものです。 

令和3年10月 改訂 

アイランドシティ まちづくりデザイン会議 

座長 坂井 猛 

 朝廣 和夫 

黒瀬 武史 
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第  章  

1-1.背景 

 福岡市は、博多湾、玄界灘という豊かな海と、三郡、背振山系という恵まれ

た緑に囲まれた自然環境の中で、海の玄関口である博多港の発展とともに成長

してきました。 

 近年、環境問題がクローズアップされる中、都市の形成においても自然環境

と調和した環境共生のまちづくりが求められています。 

 このため、海の中道や和白干潟などの豊かな自然に囲まれたアイランドシテ

ィでは、「みなと」と「まち」が融合し、自然環境と調和のとれた、福岡市の

今後のまちづくりのモデルとなる先進的な「環境共生都市」を目指します。 

1-2.目的 

 「アイランドシティ・デザインガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う）は、アイランドシティにおいて海や緑などの恵まれた自然環境と調和した

「美しいまちなみ」と「緑の都市景観」を創造するとともに、将来にわたって

その良好な景観を担保し、事業者などと共働して良好な景観を創造し、アイラ

ンドシティの都市としての魅力向上を図るため、都市デザインの考え方とその

具体的な景観形成基準についてとりまとめたものです。 

＜主な考え方＞ 

●進化するガイドライン

アイランドシティ整備事業は長期に及び、各開発は時代のニーズに適応し

ながら段階的に行われることから、将来の社会経済情勢の変化等に対応しな

がら、適宜、ガイドラインの最適化を図ります。 

●行政、市民・住民との共働

都市景観などまちづくりに関して、必要に応じて市民・住民の意見や参加

を求めながら、行政と市民・住民が共働して魅力あるまちづくりを進めます。 

●公共空間における取り組み

緑豊かな美しいまちなみの形成を牽引していくため、まちの骨格となる道路

空間などにおいて、良好な景観形成を公共により先導的に行います。 

1 アイランドシティ・デザインガイドラインについて 
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1-3.対象範囲 

 アイランドシティ整備事業は、広大でかつ長期間にわたる事業であることか

ら、事業の進捗に応じて、デザインの前提となる土地利用の動向を見定めなが

ら、柔軟に対応していくことが、結果として調和のとれたデザインが担保でき

ると考えます。そのため、本ガイドラインでは、アイランドシティ全体におい

ては、景観デザインの基本方針や考え方を示し、具体的な基準等については、

まちづくりエリアを主対象範囲とします。 

図 1-3-1 ガイドラインの対象範囲 
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1-4. ガイドラインの位置付けと構成 

1）ガイドラインの位置づけ 

アイランドシティのまちづくりにおいては、平成 15年 9月にまちづくりの基

本方針となる「アイランドシティまちづくりプラン」を策定しており、この中

で、良好なまちづくりを誘導するための指針となる「ガイドライン」の作成と、

これを検討する会議の設置を位置づけており、同プランに基づき、アイランド

シティまちづくりデザイン会議（以下「デザイン会議」という。）を設置した

ものです。 

平成 18年にガイドラインを策定して以降は、「アイランドシティ事業計画」

の見直しやまちづくりの進捗に応じて、ガイドラインの最適化を行っています。 

2）ガイドラインの構成 

図 1-4-1 ガイドラインとデザイン会議の位置づけ 

図 1-4-2 ガイドラインの構成図 
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第   章 アイランドシティ整備事業の概要 

2-1.アイランドシティの位置・周辺状況 

1）位置 

 アイランドシティは博多湾東部湾奥に位置し、四方を海に囲まれるととも

に、雁の巣、和白、香住ヶ丘地区などの前面に位置しています。 

2）自然環境 

 志賀島・海の中道などの海の自然や三日月山・立花山などの山の自然に恵ま

れています。また、多くの野鳥の飛来地である和白干潟など豊かな自然生態系

を有しています。   

3）都市構造 

 都市部から北九州・山口へ伸びる広域的な都市軸上にある東部副都心に近接

しています。東部副都心では、交通結節機能の強化や都市基盤の整備を推進す

るとともに、既存商店街の界隈性などを活かしたまちづくりをめざしており、

アイランドシティとの連携を深めながら、商業・業務などの充実をめざしてい

ます。 

4）土地利用 

 海域を囲んで香椎浜や香住ヶ丘などの住宅地が形成されています。アイラン

ドシティの北側には海の中道海浜公園・雁の巣レクリエーションセンターなど

の緑地・公園があります。また、アイランドシティの南側の香椎パークポート

では最新鋭コンテナターミナルやレクリエーション緑地の整備が進んでいま

す。 

5）交通状況 

 アイランドシティは福岡高速６号線との直結により、都市部へのアクセス及

び広域交通アクセスに優れ、ＪＲ鹿児島本線・ＪＲ香椎線・西鉄貝塚線などの

軌道系交通機関に近接しています。 

2 

図 2-1-1 アイランドシティの位置図 
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2-2.整備の目的 

 

1）港湾機能の強化 

 暮らしや地域経済を支える博多港。世界とつながる国際物流拠点として港湾

機能の強化を図ります。 

 

2）快適な都市空間の形成 

 人と地球にやさしい住環境と活力あるコミュニティを創造します。   

 

3）新しい産業の集積拠点の形成 

 アジア・世界を見据えた新しい産業の集積拠点を形成し、福岡市の21世紀の

活力を創造します。 

 

4）東部地域の交通体系の整備 

 海の中道地区への道路を整備することにより、和白周辺の交通渋滞の緩和

を図るなど、東部地域の交通体系整備に寄与します｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3.土地利用ゾーニング 

アイランドシティの中央を南北に走る広域幹線道路（臨港道路アイランドシテ

ィ 1 号線）を境として、西側を『みなとづくりエリア』、東側を『まちづくりエ

リア』として計画し、立地特性などを踏まえ、各ゾーニングを行っています。 

 

1）みなとづくりエリア 

ア.ふ頭ゾーン 

外貿コンテナ貨物の増加や船舶の大型化に対応した高規格外貿コンテナターミ

ナル、外内貿ターミナルを整備するなど、博多港における国際コンテナ物流ゾー

ンの形成を図ります。 

 

イ.港湾関連ゾーン 

港湾機能を充実していくための保管施設、保管とともに流通加工等を行う複合

型物流施設、港湾関連業務施設など、ふ頭ゾーンや産業集積ゾーンと有機的・一

体的に連携した総合的な物流空間の形成を図ります。 

 

ウ.産業物流ゾーン 

港湾貨物などの流通加工・展示等を取扱う物流施設、関連施設等や青果物物流

センターなど、ふ頭ゾーンや港湾関連ゾーンと連携した総合的な産業物流ゾーン

の形成を図ります。 

 

写真 2-2-1 アイランドシティの整備状況 （令和 2年 8月撮影） 
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2）まちづくりエリア 

ア.住宅ゾーン 

海と緑を身近に感じ健やかで生きいきとした暮らしを実現する住環境の整備

を進めるとともに、住民の生活を支えるサービス施設等の立地誘導により、賑

わいや利便性を享受できる住宅地の形成を図ります。 

イ.新産業・研究開発ゾーン 

健康・医療・福祉関連分野や国際ビジネス等の新しい産業、これらを支える

教育・人材育成関連産業並びに研究開発機能などを中心に集積を図ります。 

ウ.複合・交流ゾーン 

緑地・公園を中心に、就業環境と居住環境が共存・融合した、複合的な交流

空間の形成を図ります。 

エ.環境ゾーン 

海とふれあう親水空間の形成や「アイランドシティはばたき公園」など、生

物環境の保全・創造を図り、周辺の自然環境と調和した水と緑が一体となった

空間の形成を図ります。 

オ.センター地区 

「賑わいとふれあいの場」を形成する商業・業務機能や、教育・科学など多

様な都市機能の重点的な導入を図り、まちづくりエリアにおける都市拠点の形

成を図ります。 

図 2-3-1 土地利用ゾー二ング図 
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第    章 景観デザインの方針 

3-1.「アイランドシティまちづくりプラン」及び「アイランド 

シティ事業計画」におけるまちづくりの考え方 

１）まちづくりの基本方針 

 まちづくりエリアにおいては、以下の事項を基本方針とし、進めていくこと

としています。 

2）都市空間のデザイン方針 

 アイランドシティのまちづくりでは、秩序と調和のある美しいまちなみを

形成するなど、全体として、まちの空間的価値を高めることを目指し、以下

の事項を都市空間デザインの方針として定めています。 

ア.場所の特性を活かした都市空間の創造 

（ア）親水性が高い水辺環境を生かした外周緑地と、アイランドシティはば

たき公園の創出 

（イ）香椎宮・御島といった周辺地域の歴史を活かした都市空間の創造 

（ウ）水と緑に囲まれた景観を生かした健康づくりに資する空間の演出 

イ.まちのうるおいとにぎわいを醸成する都市空間の創出 

（ア）地域連携軸などの通りを生かした美しいまちなみの創出 

（イ）センター地区などの広場を活用したにぎわいとふれあいの場の創出 

（ウ）緑のネットワークを生かした回遊性を育むまちの創出 

ウ.個性と秩序のある都市空間の構成 

（ア）秩序と調和のある都市空間の構成 

（イ）象徴性を備えた変化と個性のある都市空間の構成 

（ウ）アイランドシティ・デザインガイドライン等の活用と住民等による景 

 観保全 

エ.ユニバーサルデザインによる暮らしやすい都市空間の創出 

（ア）ユニバーサルデザインの導入による屋外空間の整備 

（イ）多様な施設へのユニバーサルデザインの導入 

オ.都市空間デザインを牽引する軸や拠点の形成 

（ア）アイランドシティの象徴となる「緑の軸（グリーンベルト）」の創造 

（イ）御島に面した水際拠点 

（ウ）人と自然との共生を象徴するアイランドシティはばたき公園の創造 

3 

図 3-1-1 4つの重点分野（こだわり） 
の関係 

「環境共生」 

自然環境との共生や省エネルギーシステムの導入に加え、ＣＯ2排出量削減などに取り

組み、持続可能なまちを創造する 

「健康」 

少子高齢化など時代の変化に対応するとともに、医療・福祉分野のサービス機能の 

充実を図りながら、「健康」をテーマにした住みやすいまちづくりを進める 

「みんなで関わる」 

住民、NPO・ボランティア、事業者、大学、行政等の多様なまちづくりの主体が 

連携を図りながら、共働によるまちづくりを推進する 

豊かな自然と共生するまち 

子どもがのびのびと 
健やかに育つまち 

誰もが元気に明るく 
暮らす健康のまち 
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3）交通ネットワーク 

 博多湾での取扱貨物量の増加や公共施設（病院、市場）、広

域集客施設の立地等による交通量に対応し、みなとからまちへ

の大型車両の進入抑制に配慮した交通ネットワークの形成を

図ります。 

●アイランドシティと既成市街地との交通ネットワークの

確立や都心部と海の中道方面の交通流動を促す地域連携

軸

●地域連携軸を補完し、地域内の適切な交通ネットワーク

を形成するとともに、島内の各拠点を相互に結び、島内

の回遊性を高めるネットワーク

●コンテナターミナル、外内貿ターミナルなどから発生す

る港湾関連車両の円滑な流動を図る物流軸

●コンテナターミナルと物流施設を有機的に連携させ物流

軸へと接続するネットワーク

●アイランドシティと既成市街地との円滑な広域交通アク

セスを確保する自動車専用道路

※鉄道の導入については、中長期的な視点に立ち検討を行

いつつ、バス路線を強化するなど、多様な公共交通機関

の充実を図ります。

図 3-1-2 交通（道路）ネットワークの概念図 
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4）緑と水辺のネットワーク 

 博多湾東部地域の豊かな自然環境を生かした水と緑の拠

点づくりや「エコパークゾーン」と一体となった親水性の

高い水辺空間の創出、アイランドシティのまちづくりを象

徴する緑の顔づくりを進めます。 

●アイランドシティの外周を取り巻き、生物の生育環境

を保全・創造するとともに、散策などの海とふれあう

親水空間を生み出す多様な機能を創出する

●まちの中央部において、環境共生への取組やアイラン

ドシティのまちづくりを象徴し、美しく魅力あるラン

ドスケープを形成する

●アイランドシティ中央公園とこれに連なる南北方向の

グリーンベルトと外周緑地、アイランドシティはばた

き公園とを相互に結んだ緑のネットワークで緑豊かな

空間を形成する

●公園の配置や緑地空間の確保など、官・民の共働の緑

の枝によって緑のネットワークを強化・補完する

●アイランドシティはばたき公園は、エコパークゾーン

と一体となって周辺の豊かな自然環境と調和し、水と

緑に囲まれた環境を創出する

●周辺の緑の環境と調和した親水空間として、地域の回

遊性を高め、既成市街地とアイランドシティをつなぐ

緑と水辺の拠点空間を形成する

図 3-1-3 緑と水辺のネットワーク概念図 
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3-2.アイランドシティで重視すべき景観 

1）視点場 

 全体として調和ある良好な景観を形成するにあたり、市民の人々がアイラン

ドシティの景観を意識する場（視点場）を認識し、そこから感じとれる景観（風

景）を大切にする必要があります。 

図 3-2-1 視点場 
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①福岡タワー 

●観光客、一般市民の視点

●博多湾の景色の一部としてアイランドシティが確認できる

②西公園 

●観光客、一般市民の視点

●香椎パークポート（コンテナターミナル）の奥の風景として認識できる

③かもめ大橋 

●一般市民の視点

●香椎パークポート（高度化倉庫やコンテナ置き場）の背景として認識で

きる

④御島崎 

●生活者、一般市民の視点

●海域を隔ててアイランドシティが視界全体に広がる

アイランドシティ 

アイランドシティ 

香椎パークポート 

図 3-2-2 視点場からの眺望 
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⑤香住ヶ丘 

●生活者の視点

●海域を隔ててアイランドシティが視界全体に広がる

⑥塩浜 

●生活者の視点

●海域を隔ててアイランドシティが視界全体に広がる

（背後に香椎パークポート（コンテナクレーン、高度化倉庫）がみえる） 

⑦マリンワールド海の中道 

●観光客、一般市民の視点

●アイランドシティが中景から遠景として認識できる

⑧渡船上 

●観光客、一般市民の視点

●博多湾の景色の一部としてアイランドシティが確認できる

アイランドシティ 

図 3-2-3 視点場からの眺望 
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⑨バイパス道路（市道 三苫 雁の巣線（東1幹）） 

●観光客、一般市民の視点

●アイランドシティが雁の巣レクリエーションセンターの背景として認識

できる

⑩都市高速道路（荒津大橋から） 

●観光客、一般市民の視点

●アイランドシティが博多湾や中央ふ頭の背景として認識できる

図 3-2-4 視点場からの眺望 

アイランドシティ 

アイランドシティ 香椎パークポート 
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図 3-2-5 周辺から見るアイランドシティの現状の景観（平成 31年 4月撮影） 
※⑤は令和 3年 6月撮影  

海の中道大橋から望む景観 奈多の海岸から見たアイランドシティ 塩浜から見たアイランドシティ 

① 
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 
 

⑦ 
 

⑧ 
 

⑨ 
 

⑩ 
 

⑬ 
 

⑫ 
 

⑪ 
 

港湾の風景（ガントリークレーン） 

御島護岸から見た御島水域（アイランドシティと御島の鳥居） 
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図 3-2-6 アイランドシティから見た周辺の景観（平成 23年 6月撮影） 
※⑥⑦は令和 3年 4月、⑪は令和 2年 3月、⑬は令和 3年 9月撮影

海の中道 対岸の香住ヶ丘の緑地 

香住ヶ丘と立花山・三日月山 あいたか橋 御島水域の景観 

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

② 

① 

⑭ ⑬ ⑫ ⑪ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

美しい砂嘴と雁の巣の緑 海の中道大橋 
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2）アイランドシティを取り巻く環境 

 アイランドシティ周辺は、 

●緑豊かで自然海岸が美しい海の中道海浜公園 

●渡り鳥の飛来地として知られ、国の鳥獣保護区に指定された和白干潟 

●アイランドシティに近く、起伏に富み、緑豊かな住宅地である香住ヶ丘地区 

●エコパークゾーン整備事業により良好な環境が創出された御島水域 

など、非常に優れた環境を有しています。 

アイランドシティにおいては、 

●雨水を活用した池や屋上に花壇・散策路のある緑の建築など自然環境と共生

を目指したアイランドシティ中央公園など環境の整備 

●起伏を与えるとともにタイドプールを整備するなど海辺を生かした外周緑地

の整備 

●時間／空間の豊かさや自然環境の豊かさなど環境のことをまじめに考えるま

ちを目指した「照葉」の住宅開発 

などが行われており、周辺の豊かな自然環境を活かしたまちづくりが進んでいま

す。 

3）アイランドシティと周辺景観との調和 

ア.周辺から見るアイランドシティ 

周辺からアイランドシティを見る景観は、 

●アイランドシティの外周を取り巻く緑のベルト 

●建築物の統一感（スカイライン） 

●上空から見える島のイメージ 

などで構成されます。 

イ.アイランドシティから見える景観 

アイランドシティから見える景観は、 

●緑豊かな海の中道、立花山、香住ヶ丘 

●豊かな生命を育む和白干潟、日本の白砂青松 100 選に選ばれた海の中道

の砂浜等の周辺海域 

など、主として海や緑といった要素で構成されます。 

ウ.シークエンス景観 

 アイランドシティまちづくりエリアにおいては、既存市街地からアイランド

シティの各地区へと用途は多様に変化するため、街路樹の樹種や歩道舗装のデ

ザインを統一することで、連続した沿道のシークエンス景観が形成されます。 

 このようなことから、アイランドシティの景観は、こうした周辺環境との調和

や連続性に十分配慮することが求められます。  
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図3-3-1 アイランドシティの骨格形成と周辺の植生等 

アイランドシティの

交通、緑と水辺などの骨

格とエコパークゾーン

をはじめとする周辺の

自然環境について具体

的に図示すると右図の

ようになります。 

3-3.アイランドシティの骨格形成と周辺環境 
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3-4.空間形成の方針 

アイランドシティで重視すべき景観や骨格形成を踏まえ、アイランドシティ

における空間形成の方針を以下の通りとします。

図3-4-1 空間形成の方針 
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3-5.景観デザインの基本理念 

海に抱かれ、緑豊かな自然環境の中で 
人が生きいきと暮らせる景観デザイン
 アイランドシティは、博多湾を埋め立てて誕生した新しいまちです。周辺の生

態、並びに自然環境と調和した環境共生都市を目指しています。そのため、アイ

ランドシティの特徴である水に囲まれた環境を最大限に活かし、周辺環境と融

和・調和した緑豊かな景観づくりを行います。 

 また、人間の視点に立ち、市民や生活する人々にとって、自然を身近に感じ、

うるおいと心地よさが感じられ、人々の交流やにぎわいの生まれる景観づくりを

行います。 

人が生きいき 
とくらす 

景観デザイン 
 

図3-5-1 景観デザインの基本理念イメージ 

海に抱かれる 
景観デザイン 

緑豊かな 
景観デザイン 
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3-6.景観デザインの方針 

1）海に抱かれる景観デザイン 

 

親水性が高い水際を創出する。 

●海との関わりを大切にした空間を創出するため、民有地と外周緑地 

 が接するようにします。 

●市民・住民が海を身近に感じ、海に親しむ空間を創出するため、海 

 上遊歩道の整備を契機に、ヒューマンスケールの魅力ある水辺空間 

 を創出します。 

 

海へと導く軸を創出する。 

●市民・住民を水辺へ導くため、歩きたくなる四季感あふれる並木道 

 の整備などによる海への動線を確保します。 

 

海への眺望を確保する。 

●多くの人々が海を見ることができるまちとなるように、建物の高さ 

 ・配置を誘導します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6-1 海に抱かれる景観デザイン方針イメージ図 

外周緑地 

建物の高さ・配置の誘導 

海との関わりを大切にした
空間構成 

高層建築 中層建築 低層建築 

四季感ある並木道な

ど海への軸の整備 

ヒューマンスケールの魅力あ
る水辺空間 

海上遊歩道の整備 
(対岸とのつながり・回遊) 

水辺へつながる通路 

民有地と外周緑地
が接する 

親水性の高い水際 海への軸の創出 

海への眺望の確保 
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2）緑豊かな景観デザイン 

緑の骨格を形成する。 

●緑豊かな島とするために、公共主導により緑の骨格(外周緑地・アイ 

 ランドシティ中央公園など)を先導的に整備します。 

●緑のネットワークを充実させるため、民有地の緑化を積極的に誘導 

します。 

緑の中に都市の景観を創出する。 

●緑を活かした景観を創造するため、緑の核となるアイランドシティ  

中央公園からの建築物等の見え方を適切に誘導します。 

公共・民間の共働により緑の島を育む。

●市民・住民参加のもとで緑豊かな島を育んでいくため、市民・住民 

参加の植樹などによる緑の創出や保全を行います。 

みんなで緑を育む 

民有地の緑化 

図3-6-2 緑豊かな景観デザイン方針イメージ図 

外周緑地 

街路樹 

アイランドシティ中央公園 

外周緑地 

公共主導による緑の骨格づくり 

民有地の積極的緑化 

アイランドシティ中央公園から 

望む建築物の見え方の誘導 
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3）人が生きいきとくらす景観デザイン 

にぎわい・うるおい空間を創出する。 

●にぎわいやうるおいのあるまちを形成するため、人々の交流空間とな 

るまちかど広場やパブリックスペースの創出、パブリックアートの設 

 置を誘導します。 

●自分たちの誇れるまちとするため、景観保全・清掃活動など、市民・ 

住民が自らまちに関わる仕組みづくりを誘導します。 

図3-6-3 人が生きいきとくらす景観デザイン方針イメージ図 

パブリックスペースの創出 

パブリックアート設置の誘導 

民有地にある交流
空間への誘導 

にぎわい・うるおい空間 

交流空間（コミュニティ）
の創出 
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第   章 景観デザインのガイドライン 

4-1.景観形成の構成要素 

 都市景観は、地形、開放空間、道路、公園・緑地、建築物及びその素材、色彩、

機能などの様々な要素により形成されており、その整備主体も公共・事業者・住

民など多様なものとなっています。 

 良好な景観を創出するためには、様々な構成要素を秩序と調和の上で総合的に

デザインしていくことが必要となります。 

4-2.道路空間の景観形成計画 

1）道路整備の基本的な考え方 

ア.うるおいにぎわい空間の創出 

歩道空間は目的地への経路であり、人々が交流する空間でもあることか

ら、自然素材を活用したり、海や緑へのアクセス強化を図るとともに人通り

が多い主要なまちかどにまちかど広場などを確保し、ベンチやアートの設置

を行います。 

イ.「健康」のみちづくり 

歩道にストリートファニチャーや距離表示・時間表示を設置するなど、歩

くのが楽しくなり、人々がウォーキングなどを行いたくなる健康増進のため

の空間づくりに努めます。 

4 

図 4-1-1．景観形成の構成要素 

写真 4-2-2 「健康」のみちづくりの例 

写真 4-2-1 まちかど広場の取組み 
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ウ.ユニバーサルデザインの採用 

人に優しい歩行空間とするため、歩道の平坦性の確保や誰にでもわかるサ

イン（ピクトグラム）の設置などを進めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ.環境に配慮した素材の活用 

自然素材や、リサイクル可能な素材を活用するとともに、道路交通騒音を

抑制する排水性舗装の採用や雨水の流出抑制効果がある透水性舗装の採用な

ど、環境に配慮した整備を行います。 

なお、色彩については、周辺環境と調和したものとし、海・緑・人が主役

のまちを創出します。 

 

 

 

 

 

オ.維持管理への配慮（景観の保全） 

安全性・経済性の確保に加え、将来にわたるまちなみの保全を図るため特

殊品を極力避けるなど、維持管理にも配慮した道路空間づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-1 段差のない歩道やわかりやすいサイン 

     による歩行空間整備の取組み 

写真 4-2-3  透水性リサイクルレンガや 

       透水性自然石舗装など環境 
       に配慮した素材活用の取組み 

写真 4-2-4 汎用性の高い素材使用による 

      維持管理へ配慮した道路整備 

      の取組み 
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2）道路植栽整備の基本的な考え方 

ア.グリーンアイランドの創造 

 官民共働による豊かな緑化空間（グリーンアイランド）を形成するため、

道路空間においても積極的な緑化を図っていきます。 

 特に、アイランドシティ中央公園・グリーンベルト周辺においては、道路

植栽・民有地緑化との連携により厚みのある緑化空間を創造します。 

イ.緑の回廊の創造 

 アイランドシティは能古島に匹敵する規模の島であることから、水際の外

周緑地とアイランドシティ中央公園・グリーンベルトを補完し緑を強化する

ものとして、まちづくりエリアに緑の回廊（P32参照）を創造します。 

 また、外周緑地、アイランドシティ中央公園の整備内容や御島の歴史性な

どを考慮し、樹種はクスノキを主体とします。 

ウ.常緑樹と落葉樹の混在する緑の創造 

 基本的には、外周緑地は周辺植生にあわせ常緑樹としますが、島内につい

ては多様性を持たせるため、落葉樹も取り入れます。 

 海へと続く道路軸などにおいては、落葉樹を使用することで、夏には並木

による緑陰と冬には落葉による陽のあたる快適な空間を創造します。 

図 4-2-2 道路植栽・民有地緑化との連携 

   による緑化空間の形成イメージ 

写真 4-2-7 緑の回廊のイメージ 

図 4-2-3 海へと続く街路樹のイメージ 写真 4-2-5 道路植栽・民有地緑化との 

 連携による緑化の取組み 

写真 4-2-6 アイランド東 1号線 
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3）道路の段階構成と道路植栽のモデル 

 道路植栽整備の基本的な考え方を踏まえ、道路の段階整備にあわせ、植栽モデルを次のようにします。 

表 4-2-1 まちづくりエリアにおける道路の段階構成と道路植栽のモデル 
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表 4-2-2 まちづくりエリアにおける特殊道路の道路植栽のモデル 

表 4-2-3 みなとづくりエリアにおける道路の段階構成と道路植栽のモデル 
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図4-2-4 道路植栽のモデル図 
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4）道路空間の景観形成計画 

道路整備や道路植栽整備の基本的な考え方に基づき、以下のとおり道路

空間の景観形成を図ります。 

海や緑などの自然環境との共生を目指す住宅地を貫くアイランド東１

号線などについては、エリア全体で環境共生のまちを創出するため住宅と

の調和を図り、素材には環境共生型のリサイクルレンガを使用するなど、

環境共生のシンボルとなる道路を整備します。 

また、緑の象徴となるアイランドシティ中央公園・グリーンベルト周辺

についても豊かな緑の空間や自然環境との調和に配慮した道路空間を形

成します。 

通り景観の変節点や人々が集う主な交差点部においては、まちかど広場

などを官民共働で確保し、街園の整備やアートを設置することで、人々が

憩いにぎわう空間を創造します。 

また、まちかど広場の設置は、交差点の見通しを良くし、車両や歩行者

通行の安全性向上に寄与します。 

街路樹については、整備の進捗や生育状況を検証しながら、必要な場合

には樹種の変更など柔軟な対応を図ります。 

（センター地区については、Ｐ46参照） 

図 4-2-5 道路空間の景観形成計画図 
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5）道路整備例 

現在整備を行っている道路の具体的な取組事例を以下に示します。 

ア. アイランド東 1号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-7 アイランド東１号線平面図 

次に示す例のように、アイランドシティを南北に貫く道路では、エリアによって、そ

の幅員構成が異なります。 
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イ．歩道舗装のモデル 

道路空間の景観形成計画における道路整備の基

本的な考え方を踏まえ、まちづくりエリアにおけ

る道路の歩道舗装のモデルを次に示します。 

図 4-2-8 アイランド東１号線断面図 表 4-2-3 まちづくりエリアの道路における歩道舗装のモデル 
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ウ．臨港道路アイランドシティ１号線 

図 4-2-9 道路植栽計画図（臨港道路アイランドシティ１号線）平面図 
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図 4-2-10 道路植栽計画図（臨港道路アイランドシティ１号線）断面図 
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4-3.パブリックアート・ストリートファニチャーの設置に

よる演出 

1）基本的な考え方 

パブリックアートやストリートファニチャーは、都市空間に質の高い

個性的で美しい景観を具体化することにより、市民生活に「美しさ」や

「うるおい」を与えるとともに、生活者や来街者の「感性」を刺激し、

豊かな人間性や市民文化を育む役割を有しているとともに、地域のシン

ボルとして、市民に対し愛着をもたらす役割も併せ持っています。 

このことから、景観形成の基本方針である「うるおいと心地よさが感

じられる美しいまちなみ」を創造し、「すべての人が生きいきと豊かな

都市生活を送ることができる、にぎわいのあるまちづくり」を推進する

ため、パブリックアートやストリートファニチャーの設置を積極的に進

めます。 

2）立地と演出の方針 

都市計画道路同士が交わる交差点など、歩行者の通行が多く、様々な

活動が行き交う主要な街角において、人々が集い、憩える空間として整

備された、まちかど広場や公園・緑地などのオープンスペースにパブリ 

ックアート・ストリートファニチャーを設置することにより、まちの賑

わい、うるおい、安らぎといった雰囲気を演出します 

図 4-3-1 まちかど広場や公園・緑地の配置 

写真 4-3-1 

パブリックアート 

の例 
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4-4.建築物等の景観形成計画 

1）景観形成の基本的な考え方 

ア.景観の調和 

建築物などについては、土地利用や立地状況に応じたデザインとするとと

もに、色彩については周辺環境と調和したものとし、海・緑・人が主役のま

ちを創出するものとします。 

イ.グリーンアイランドの形成 

官民共働による豊かな緑化空間（グリーンアイランド）を形成するため、

積極的な緑化に取り組むものとします。 

特に、アイランドシティ中央公園・グリーンベルト・アイランドシティは

ばたき公園周辺においては、公園・緑地、道路の公共空間の緑とあわせ、官

民が共働して厚みのある緑の空間を形成するものとします。 

ウ.うるおいにぎわい空間の創出 

壁面を後退させ、公共用地からの圧迫感を軽減するとともに、壁面線を揃

えることなどによる良好なまちなみを創出するものとします。 

その空間を緑化やセミパブリックなオープンスペースとすることで、快適

でうるおいやにぎわいのある空間を創出するものとします。 

また、通り景観の変節点となる主要なまちかどに公共空間と連携し、まち

かど広場などのうるおいにぎわい空間を創出するものとし、ストリートファ

ニチャーなどの設置などにも取り組むこととします。 

なお、みなとづくりエリアの港湾関連用地については、別途「アイランド

シティ港湾関連用地・香椎パークポート景観形成ガイドライン」によって景

観ガイドラインが定められています。 

2）都市景観形成地区の指定 

これまでのガイドラインによる誘導により、福岡市都市景観条例に基づく

「アイランドシティ香椎照葉地区 都市景観形成地区」が指定されています。

（参-14・15・16参照） 
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3）地区別の景観形成方針 

建築物等のガイドラインについては、以下の 4つの地区区分に分けて基準を定

めることとします。なお、未開発エリアの地区区分については、今後の土地利用

に応じて決定するものとします。 

ア.戸建住宅地区 

海や外周緑地の周辺環境と調和したゆとりと潤いのあるまちなみの形成及

び保全を図る。 

緑豊かで快適な居住環境の形成及び保全を図る。 

香椎アイランド線沿いについて、居住環境の保全を図る。 

イ.集合住宅地区 

緑豊かなオープンスペースを持つ快適な居住環境の形成及び保全を図る。 

緑の連続性など、統一感のある沿道景観の形成及び保全を図る。 

公園などの緑地空間と連続した、緑豊かなゆとりあるまちなみの形成及び

保全を図る。 

ウ.産業・複合地区 

人々が集い、憩いのある都市空間の形成及び保全を図る。 

アイランドシティ中央公園などの緑地空間と連続した、緑豊かなゆとりあ

るまちなみの形成及び保全を図る。q 

エ.センター地区 

周辺の大規模緑地と連携した、ゆとりとふれあいのある、魅力的な都市空

間の形成及び保全を図る。 

地区の中核拠点にふさわしい、賑わいと活気のあるまちなみの形成及び保

全を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

※「地区別の景観形成方針」におけるセンター地区は、都市計画法に基づく商業地域のエリアを指す。 

※4-4.建築物等の景観形成計画、4-5.建築物等のガイドラインにおける幹線道路は、都市計画道路香椎

アイランド線及び臨港道路アイランドシティ 1号線を指す。 

図 4-4-1 建築物等のガイドラインにおける地区区分図 
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4）壁面後退の方針について 

良好な景観を形成するため、公共空間と民有地との境界では、公共空間と

の調和や公共と一体となった環境共生への取り組み、快適な歩行空間の形成

などが重要となります。このことから、壁面後退についての方針を以下に示

します。 

ア.４車線以上の道路に面している空間 

 幹線交通を担う道路では、にぎわいと拡がりのある空間を演出するため、

原則として壁面後退は３ｍとします。 

イ.住宅地区エリア 

 公共空間に対して、圧迫感を軽減するとともに、壁面線を揃えることなど

による良好なまちなみを創出するため、 

●中高層住宅等については、２～３ｍ

●戸建住宅については、１～１.５ｍ

を原則とします。 

ウ.その他 

上記以外の空間については、道路の特性などに応じ、 

●良質な公共空間や豊かな緑地空間を演出する空間では、２ｍ

●センター地区の一部において、建築物と一体となったにぎわいを演出する

空間では、1ｍ

を原則とします。 

写真 4-4-1 住宅地区の壁面後退の取組み 
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エ.壁面のあり方 

壁面後退のあり方については、道路沿道の土地利用や道路の持つ役割

によって異なります。 

壁面の位置の制限は、本ガイドラインの地区景観形成基準（P53、55、

57、59）で定めております。 

図 4-4-2壁面後退距離図 

※戸建住宅地区で 3ｍ以上の部分については、道路境界線からの距離を示す。
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5）壁面後退空間の利用イメージ 

ア.にぎわいと拡がりのある空間の演出（3ｍ） 

●建築物の壁面位置を揃えることにより通りの連続性を確保し、良好 

 なまちなみ景観の形成が図られます。 

●後退した空間においては、公共空間との一体化を図ることにより、 

セミパブリックな空間を形成し、拡がりのあるにぎわい空間の演出 

 が図られます。 

●公共の緑地空間の周辺部においては、後退した空間を緑化すること 

により、豊かな緑地空間の形成が図られます。 

●また、災害時の被害を緩和するオープンスペースや延焼防止空間な 

ど災害に強いまちづくりの形成にもつながります。 

図4-4-4 利用イメージ図(2) 

公共空間 民有地 

壁面後退=3m 

公共空間 民有地 

壁面後退=3m 

緑地空間 緑地空間 

敷地境界 敷地境界 

公共空間と民有地 
の一体化を図る 

小広場 セミパブリック 

な空間 

小広場を敷地の中に設け、
一般の人々が利用できる

空間とする 

カフェテリア 

・ パブリックアート

・ ファニチャーなど

公共空間とのデザイ
ンの統一化 

公共空間 民有地 

壁面後退=3m 

歩道状空地 

敷地境界 

図4-4-3 利用イメージ図(1) 
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イ.良質な公共空間や豊かな緑地空間の演出（2ｍ） 

●後退した空間においては、歩道状空地などとすることにより、良質 

 なセミパブリック空間の創出が図られます。 

●後退した空間を緑化することにより、豊かな緑地空間の形成が図ら 

れます。 

図4-4-6 利用イメージ図(4) 

植物などを植えられる空間 
を確保 

歩道状空地 

公共空間とのデザインの 
統一化(舗装パターンなど) 

公共空間 民有地 

壁面後退=2m 

公共空間 民有地 

壁面後退=2m 

緑地空間 

敷地境界 

敷地境界 

図4-4-5 利用イメージ図(3) 
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ウ.建築物と一体となったにぎわい空間の演出（1ｍ） 

●沿道における最低限の歩行空間などの供出を行いつつ、複合交流  

 施設などと調和のとれたにぎわいのある空間の形成が図られます。 

●沿道の壁面後退は1ｍとする代わりに、敷地内に通路や広場を設 

置することにより、建築物の内側にあるオープンスペースへ人が 

誘導され、まちのにぎわいの連続性の創出が図られます。 

図4-4-7 利用イメージ図(5) 

緑地に面して 
オープンスペース 

を確保 

歩道状空地 

公共空間 民有地 

壁面後退=1m 緑 地 道 路 

公共空間と民有地の一体化を図る 

敷地境界 
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6）にぎわい拠点（センター地区）の創出 

アイランドシティの中で最も商業が集積し、都市拠点の中核を担うセン

ター地区では、人が溢れ出し、回遊することで、「賑わいと触れあいの場」

の形成を図ります。 

そのため、センター地区全体が一体的に利用されるよう、敷地内広場の

設置やグリーンベルトへのビスタ（視線軸）の確保により人の流れを繋ぐ

空間を誘導します。また、緑溢れ、歩いて楽しい歩道空間の整備など、魅

力溢れる賑わい拠点を誘導します。センター地区における基本的な考え方

を次に示します。 

図4-4-8 センター地区の創出における基本的な考え方 



47

7）緑の軸（グリーンベルト）と一体的な空間の創出 

グリーンベルトは、アイランドシティ中央公園とアイランドシティはば

たき公園を繋ぐ都市機能の緑のシンボル軸として、隣接する土地利用や都

市機能を相互に繋ぐ役割を担っています。 

そのため、グリーンベルトとの繋がりを大切にした空間づくりとそこか

ら見える建築物について誘導しています。特に、グリーンベルトに接する

地区を例にとり、基本的な考え方を次に示します。 

図4-4-9 グリーンベルトの創出における基本的な考え方 
[グリーンベルトに接する地区] 
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8）アイランドシティはばたき公園と一体的な緑化空間の創出 

アイランドシティはばたき公園を含むエコパークゾーンは、都心近くにあ

りながら、豊かな自然環境が存在する場所であり、「自然と人の共生」をめ

ざす空間です（参-6参照）。 

多様な生物が生息するエコパークゾーンの豊かな自然をより多くの市民が

親しめるよう、アイランドシティと一体となったエコパークゾーンの整備を

進めており、特にアイランドシティはばたき公園西側の「自然を楽しむゾー

ン」側では、公園とのつながりを大切にした空間づくりを誘導します（参-7

参照）。 

9）幹線道路に面する戸建住宅地区への配慮 

香椎アイランド線沿いは、集合住宅・学校及び利便施設等を連続して配置

することにより、存在感のある連続した景観と、幹線道路の賑わいを生み出

しています。 

香椎アイランド線に面して戸建住宅を配置する場合、「緑のオープンスペー

ス」を設置し、統一感のある沿道景観と、幹線道路と戸建住宅のつながりを

創出します。 

図4-4-10 公園と一体的な緑化空間の創出における基本的な考え方 図4-4-11 幹線道路に面する戸建住宅地区への配慮についての基本的な考え方 
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4-5.建築物等のガイドライン 

地区別の景観形成方針などを踏まえ、各地区の「建築物等のガイドライン」

を定めています。 

1）建築物等のガイドラインの構成について 

本ガイドラインが示す「建築物等のガイドライン」の内容は、地区毎に

「まちづくりの基本的な考え方やルール」と「地区景観形成基準」で構成

されています。 

2）ガイドラインとの適合性の確認について 

事業者は、建築行為等を行う場合は、本ガイドラインに基づき、景観形

成に関する書類を市に届け出て、確認を受ける必要があります。 

また、建築行為等の他、建築物の色彩、緑化、広告物等の外部景観に関

する行為等も届出の対象となります。（手続きの流れについてはP62参照） 
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3）ガイドラインの景観誘導の基本的な考え方 

本ガイドラインでは、アイランドシティのまちづくりにおいて、大切な視

点場からの見え方を重視した誘導を行っています。公園やグリーンベルト、

緑の回廊等の主要なパブリックスペースを視点場とし、そこから見える街並

みが魅力的になるように構成しており、海や緑の自然環境と調和した「美し

いまちなみ」と「緑の都市景観」の創造を図っています。また、センター地

区においては、敷地内にグリーンベルト等の緑地を望む視点場を積極的に配

置し、相互に魅力あるまちの景観の誘導を図ります。 

視点場と誘導の基本的な考え方について次に示します。 

図 4-5-1 ガイドライン景観誘導の基本的な考え方【視点場】 
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4）「戸建住宅地区」のガイドライン 

4)‐1 まちづくりの基本的な考え方 

4)‐2 まちづくりのルール

表 4-5-1 「戸建住宅地区」のまちづくりのルール 

図 4-5-2 「戸建住宅地区」の基本的な考え方 
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4)‐3 地区景観形成基準 

表 4-5-2 地区景観形成基準（戸建住宅地区） 
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5）「集合住宅地区」のガイドライン 

5)‐1 まちづくりの基本的な考え方 

5)‐2 まちづくりのルール 

表 4-5-3 「集合住宅地区」のまちづくりのルール 

図 4-5-3 「集合住宅地区」の基本的な考え方 

※大規模緑地は、アイランドシティ中央公園、グリーンベルト及びアイランドシティはばたき公園を指す。 
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5)‐3 地区景観形成基準 

表 4-5-4 地区景観形成基準（集合住宅地区） 
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6）「産業・複合地区」のガイドライン 

6)‐1 まちづくりの基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6)‐2 まちづくりのルール 

 

 

表 4-5-5 「産業・複合地区」のまちづくりのルール 

図 4-5-4 「産業・複合地区」の基本的な考え方 

 

※大規模緑地は、アイランドシティ中央公園、グリーンベルト及びアイランドシティはばたき公園を指す。 
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6)‐3 地区景観形成基準 

表 4-5-6 地区景観形成基準（産業・複合地区） 
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7）「センター地区」のガイドライン 

7)‐1 まちづくりの基本的な考え方 

7)‐2 まちづくりのルール 

表 4-5-7 「センター地区」のまちづくりのルール 

図 4-5-5 「センター地区」の基本的な考え方 

※大規模緑地は、アイランドシティ中央公園、グリーンベルト及びアイランドシティはばたき公園を指す。 
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7)‐3 地区景観形成基準 

 

表 4-5-8 地区景観形成基準（センター地区） 



60



61

設計段階 

ア
イ
ラ
ン
ド
シ
テ
ィ 
ま
ち
づ
く
り
デ
ザ
イ
ナ
｜ 

アイランドシティ・デザインガイドライン 

行 政 

事業者 

○良好な景観の担保 
○必要に応じて新しい

方策の導入 

（例）都市景観形成 

地区指定 

○公募要綱の策定 

○ガイドラインに 

基づき誘導 

○公募要綱・基準の確認

○ガイドラインに 
基づき設計 

建設段階 

維持・保全段階 

指導 
・助言 

指導 
・助言 協議 

・誘導 

協議 

行 政 事業者 

○工事着手 

行 政 

住民・企業 

協議 ○建物の更新時など 
 良好な景観の維持 

・保全に努める 

○必要に応じて協議 

 

5-1.デザインマネジメントの考え方 

良好な景観を形成するためには、全体的なデザインマネジメントが重要です。 

アイランドシティにおける景観は本ガイドラインを基に形成していくことにな

りますが、 

●事業が長期間にわたり段階的にまちが形成されていく 

●本ガイドラインは景観形成において最低限の基準を定めている 

ことから、継続的かつ具体にあわせた景観の誘導を行っていく必要があります。 

このことから、有識者（アイランドシティまちづくりデザイナー）で構成する

デザイン会議を引き続き設置し、事業の進捗に合わせて専門的な見地から助言等

をいただき、全体として調和のとれた計画的なまちづくりを進めていくとともに、

まちの形成にあわせた具体の景観誘導内容については、必要に応じて設計段階な

ど、然るべき時期にまちづくりデザイナーと協議を行った上で決定し、本ガイド

ラインを最適化させるなど、デザインマネジメントを図っていきます。 

また、これらにより創出されたまちの景観は、将来にわたって維持、保全され

てこそ意味を持つものです。 

このことから、住民及び事業者が主体となって積極的に景観を守っていくこと

（マネジメントしていくこと）が必要不可欠と考えます。 

5 第    章 デザインマネジメントへの取り組みとガイドラインの運用 

図5-1-1 デザインマネジメントの概念図
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5-2.ガイドラインの運用 

1）ガイドラインの運用について 

本ガイドラインについては、前項のデザインマネジメントの考え方を踏まえ、

以下の点に留意し、運用を行うこととします。 

ア.公共と民間の協力・協調

ガイドラインの運用に際して、適宜、デザイン会議の意見などを得ながら、公

共・民間が対話を行いつつ、魅力ある都市景観を創出します。 

イ.住民・市民との共働

都市景観などまちづくりに関する議論を、行政内部にとどめず、必要に応じて

住民・市民の意見や参加を求めながら、共働で魅力あるまちづくりを進めます。 

ウ.進化するガイドライン

アイランドシティ整備事業は長期に及び、各開発は時代のニーズに適応しなが

ら段階的に行われることから、将来の社会経済情勢の変化などに対応しながら、

ガイドラインの最適化を行います。 

2）公共空間整備時における運用 

 道路・公園・緑地などについては、本ガイドラインに沿った計画・設計を行う

こととし、整備内容（素材・色彩・植栽など）については、デザイン会議等にお

ける協議の上、決定することとします。 

 また、街路樹や道路舗装については、樹木の生育状況や維持管理の状況を検証

しながら、必要に応じて柔軟に対応するものとします。 

3）開発及び建築行為等実施時における運用 

手続きの流れについて 

土地分譲公募・事業者決定 

景観形成に関する協定締結 

本市と事業者との間で、本ガイドラインに関する協定書を締結いたします。 

工事着手 ※着手届の提出は不要 

建築確認申請 

アイランドシティ・香椎照葉地区 都市景観形成地区の届出 

 左記の窓口に、必要書類を届出してもらい、景観形成基準に適合して 
いるか確認を行います。 

 ※届出の要否は都市景観形成地区のルールに基づきます。 

デザインガイドラインの確認 

 事業者からの書類の届出は不要であり、都市景観形成地区の届出書類 
により、本ガイドラインに適合しているか確認を行います。 

（内容に疑義がある場合は、別途、港湾空港局から連絡します。） 

（市役所内部で届出書類を共有） 

設

計

・

工

事

段

階 

土

分

譲

段

階 

都

市

景

観

室

事前協議 

協定書の締結に先立ち、本市と事業者との間で、景観形成に関する協議を行います。  

港
湾
空
港
局

図5-2-1 開発及び建築行為等実施時におけるガイドライン運用の流れ 
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5-3.景観の維持・保全について 

景観においては、造るときだけでなく、良好な景観を維持していくこと（マネ

ジメント）が重要です。このことから、デザインマネジメントを行う上での方策、

方向性等について、以下に示します。 

 

1）住民による景観の保全 

初期段階においては、ガイドラインの運用による良好な景観が形成されますが、

長期にわたり魅力ある景観を保全していくため、地域住民による景観協定、建築

協定、緑地協定の締結や美化・清掃活動など、住民が積極的に関わっていく仕組

みづくりを導入します。 

 

2）法的規制による景観の担保 

良好な景観を保全するため、まちづくりの具体が確定した段階で、法律または

条例に基づき、規制・誘導を行います。 

＜法的規制の例＞ 

●都市計画法に基づく地区計画の決定 

●福岡市都市景観条例に基づく都市景観形成地区の指定 

 

3）計画的な維持管理 

 公共空間においては、維持管理にかかるトータルコストの縮減を図りながら、

計画的な維持管理を行うことにより、長期にわたり魅力ある景観を維持します。 
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参-1

香椎駅 

〈参考〉アイランドシティの概要 

1.アイランドシティの位置づけ 

1）アイランドシティの位置 

○アイランドシティからの所要時間

• 天神・博多駅まで……………約 17分（10km） 

• 福岡空港まで…………………約 15分（12km） 

• 九州自動車道福岡ＩＣまで…約 9 分（10km）

図<参考>1-1 交通ネットワーク図 

5km 

10km 

15km 

アイランドシティ 



参-2

2）第10次福岡市基本計画（令和6年12月策定） 

福岡市基本計画では、市民生活や都市活動の場となる都市空間を、どの

ように形成し、どのように利用する空間とするかを「空間構成目標」とし

て示しています。 

アイランドシティは、拠点の特性に応じて、物流、情報、研究開発など、

福岡市の成長を推進する多彩な都市機能が集積している地域であり、「空

間構成目標」の主要な拠点である「魅力・活力創造拠点」として下記のよ

うに位置付けられています。 

□魅力・活力創造拠点

「アイランドシティ」は、豊かな自然に恵まれ、環境に配慮した先

進的モデル都市及びコンテナターミナルと一体となった国際物流拠点

を形成しています。 

第10次福岡市基本計画 

第２章計画各論２ 空間構成目標 ｐ34より抜粋 

図〈参考〉1-2 都市空間構想図（第10次福岡市基本計画より） 



参-3

3）福岡市 みどりの基本計画（令和 7年 12月策定） 

福岡市 みどりの基本計画では、将来の本市のみどりのあるべき姿を 

「みどりの将来像図」で示しています。 

表〈参考〉1-1 みどりの将来像図の構成要素（福岡市 みどりの基本計画より） 図〈参考〉1-3 みどりの将来像図（福岡市 みどりの基本計画より） 



参-4

【緑の将来像図】 

4）博多港港湾計画（平成 28年 3月改訂） 

ア.アイランドシティ地区西側：（物流関連ゾーン） 

 アイランドシティ地区西側。外内貿コンテナなどの貨物を取扱うとともに、

環境配慮型荷役機械や物流ＩＴシステム等の最先端の技術を積極的に導入す

るなど、先進的な国際物流エリアとする。 

イ.アイランドシティ地区東側：（都市機能ゾーン） 

 アイランドシティ地区東側。快適な都市空間を形成するとともに、健康・

医療・福祉分野などの新しい産業等が集積するエリアとする。  

ウ.アイランドシティ地区周辺の海域・海岸域：（エコパークゾーン） 

 アイランドシティ地区周辺の海域・海岸域（エコパークゾーン）。生きも

のの生息環境に配慮した水辺空間の整備など、自然環境を保全・創造するエ

リアとする。 

※エコパークゾーンの詳細は、参-6を参照

～博多港の良好な景観形成の取り組み～ 

博多港は、「市民の方々に親しまれるとともに、訪れる方々に憩いや楽しみ

を提供する、美しく清潔感のある港」を目標像として、一体的・持続的に美

しく魅力ある港の景観形成に取り組むための指針である「博多港景観形成指

針」を策定（平成 27年 10月運用開始）し、博多港全体の景観づくりに取り

組むこととしている。

図〈参考〉1-4 港湾空間利用ゾーニング 



参-5

5）エコパークゾーン 

 アイランドシティ周辺の海や海岸を含む約 550ヘクタールをエコパークゾーンと位置づけ、「自然と人の共生」をめざし、カニや鳥などの生きものの生息環境に配

慮した護岸や海とふれ親しめる水辺空間の設備、また自然環境の質の向上をめざして、海の水底質の改善や海草群落｢アマモ場｣の造成など、自然環境の保全・創造に

取り組んでいます。 

エコパークゾーンは、広大で様々な地域特性を有していることから、４つのゾーンに分けて、地域ごとの特色を活かしながら自然環境の保全・創造に向けた様々な

取組を行っています。 

図〈参考〉1-5 エコパークゾーンの４つのゾーン 
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6）アイランドシティはばたき公園 

アイランドシティの北東部にアイランドシティはばたき公園（12ha）を

計画しており、エコパークゾーンにおける和白干潟や海域等と機能分担し

ながら、人と自然との共生を象徴する空間として整備する計画としていま

す。具体的には、エコパークゾーンの自然環境と一体となった生物生息空

間（水辺空間や海岸植生など）の創出や自然環境の観察施設、散策路など

の施設を導入するとともに、環境に関する学習機能の導入とあわせて、人

と自然の共生を象徴する施設として整備します。 

本公園の整備にあたっては、空間を４つのゾーンに分けています。 

①自然の成長を学ぶゾーン ： 生物生息環境（陸域）、鳥類の生息場 

市民や NPO等、多様な主体が共働で自然形成に携わりながら、時間経過

とともに自然が成長する過程を学習する空間を創出します。 

②海の自然を学ぶゾーン ： 生物生息環境（海域）、鳥類の生息場 

海生生物や野鳥の生息環境を創造し、観察等を通して、海域の生物多様

性や環境保全の重要性について学習する空間を前面海域に創出します。 

③海辺に親しむゾーン ： 親水緑地 

遊歩道と緑を配置し、海辺を感じ親しみながら歩きたくなる空間を水際

線に創出します。 

④自然を楽しむゾーン ： 広場、築山 

訪れる人々の交流が図れるとともに、エコパークゾーン全体を一望した

り、休息やピクニックなどを通してくつろぐこともできる空間を創出しま

す。 

グリーンベルト

外周緑地

外周緑地

図〈参考〉1-6 ゾーニング図 

  （アイランドシティはばたき公園基本計画 P10より） 

図〈参考〉1-7 各ゾーンの活動イメージ 

（アイランドシティはばたき公園基本計画 P12より） 

眺望（ピクニック）

周辺小学校による遠足

環境学習・イベント

生物モニタリング 

家族での散策 野鳥観察会 

①自然の成長を学ぶゾーン ④自然を楽しむゾーン 

広

築
湿
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2.アイランドシティ整備事業の概要 

1）土地利用計画 2）都市基盤施設等 

ア. 道路のネットワーク

図〈参考〉2-2 アイランドシティにおける道路ネットワーク図 

図〈参考〉2-1 土地利用ゾー二ング図 
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イ.道路路線図 

(ア) 都市計画道路

●香椎アイランド線

幅員35ｍ（片側2車、歩道9.5m） 

●アイランド東１号線

幅員23～24ｍ（片側1車、歩道7ｍ） 

●アイランド東２号線

幅員23～24ｍ（片側1車、歩道7m） 

●アイランド中央１号線

幅員24ｍ（片側1車、歩道7m） 

●アイランド中央２号線

幅員24ｍ（片側1車、歩道7.5m） 

●アイランド西１号線

幅員30ｍ（片側2車、歩道7m） 

●アイランド西２号線

幅員30ｍ（片側2車、 

歩道[博多港㈱工区] 7ｍ、[市5工区] 7.5ｍ 

●アイランド西３号線

幅員30ｍ（片側2車、歩道7m） 

●海の中道アイランド線

幅員27ｍ（片側2車） 

(イ) 臨港道路

●アイランドシティ１号線

幅員60ｍ（片側3車、歩道13.25m） 

●アイランドシティ２号線

幅員21～40ｍ（片側2車、歩道6m） 
図〈参考〉2-3 アイランドシティの道路路線図 

※順次整備を行っているため、別途、最新の状況をご確認ください・ 
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（ウ）幅員構成
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（ア）アイランドシティ中央公園 

市民の憩いとなる大規模公園を整備しています。 

 アイランドシティ中央公園は、アイランドシティの緑のシンボルとなる美し

い景観を創出し、まちに心地よい変化と魅力を育みます。 

 また、園内には、雨水を活用した池や屋上まで緑に覆われた建築物（ぐりん

ぐりん）の整備など、環境共生への取り組みを行っています。 

（イ）外周緑地 

海の景色を楽しみながら散策できる親水緑地を整備しています。 

外周緑地には、新緑の美しい木々が並び、眺望が優れた歩行者道に、心安

らぐデザインのベンチや外灯を配置しています。 

また、海岸内には、環境観察が出来るタイドプール（潮だまり）もあり、

豊かな親水空間を彩る整備を進めています。  

（ウ）アイランドシティはばたき公園 

 敷地内に主に渡り鳥の休息場の創出

を図るとともに、身近な自然環境を体感

できるように、自然観察路などを計画し

ています。 

（エ）グリーンベルト 

 グリーンベルトは、みどり豊かなまち

のシンボル軸として形成するとともに、

総合体育館エリアと一体となったジョ

ギングコースなど、周辺機能と連携した

区画毎に特色ある空間づくりを行って

います。 
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3.アイランドシティ都市計画の決定 

1）用途地域・建ぺい率・容積率の指定 

pp 

図〈参考〉3-1 都市計画法に基づく用途地域及び容積率等 
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2）地区計画の概要 

図〈参考〉3-2 地区計画のエリア図 
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4. アイランドシティ香椎照葉地区 都市景観形成地区

(令和5年10月改訂 まちづくりエリア全域が区域指定)　 

1）地区景観形成方針 

1 都市景観形成地区全体の景観形成方針 

 先進的な環境共生のまちづくりに向けて、市民や事業者と共働で調和と秩

序を持ったまちなみを創出し、保全することを目的として、当地区の景観形

成方針を次のように定める。 

・海を身近に感じ、海を親しむ空間を形成する。

・緑豊かなまちを形成する。

・賑わいや潤いのあるまちを形成する。

2 各地区の景観形成方針 

 都市景観形成地区全体の景観形成方針を実現するため、地区の特性に応じ 4

地区に区分し、各地区の景観形成方針を次のように定める。 

（１）戸建住宅地区 

・海や外周緑地の周辺環境と調和したゆとりと潤いのあるまちなみの形

成及び保全を図る。

・緑豊かで快適な居住環境の形成及び保全を図る。

（２）集合住宅地区 

・緑豊かなオープンスペースを持つ快適な居住環境の形成及び保全を図

る。

・緑の連続性など、統一感のある沿道景観の形成及び保全を図る。

（３）産業・複合地区 

・人々が集い、憩いのある都市空間の形成及び保全を図る。

・アイランドシティ中央公園などの公共空間と連続した、緑豊かなゆと

りあるまちなみの形成及び保全を図る。

（４）センター地区 

・周辺の大規模緑地と連携した、ゆとりとふれあいのある、魅力的な都

市空間の形成及び保全を図る。

・地区の中核拠点にふさわしい、賑わいと活気のあるまちなみの形成及

び保全を図る。
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2）都市景観形成地区 指定区域・地区区分 

図〈参考〉4-1 アイランドシティ香椎照葉地区 都市景観形成地区 指定区域・地区区分 



アイランドシティ・デザインガイドライン 

平成18年  3月 初版 

平成23年 10月 第１回改訂版 

平成24年  3月 第１回改訂版 第2版 

令和 2 年 10月 第2回改訂版 

令和 3 年 10月 第3回改訂版 

令和 8 年  4月 第4回改訂版 

おわりに 

 アイランドシティ・デザインガイドラインはアイランドシティが50年、100年

の将来にわたり、居住環境としての価値や経済活動の場としての固有の価値を維

持、向上していく上で不可欠な、永続的な魅力あるまちづくりのための基本方針

とルールとしてとりまとめたものです。 

 アイランドシティは長い年月をかけて建設されていきます。無秩序に個々の開

発が集積し、都市全体の魅力が失われないように本ガイドラインを策定いたしま

した。本ガイドラインは、行政はもとより、アイランドシティで暮らす住民の方々

や活動する事業者の方々が、優れた景観と居住環境の形成・保全に共働して取り

組む上で必要となる指針でもあります。 

 産学官民共働による美しく魅力的な景観の形成・保全を推進していくことは、

即ち、産学官民共働による都市の環境的価値や経済的価値の維持・向上に他なり

ません。 

 本ガイドラインが適切に運用・活用され、魅力的な都市となることを目指し、

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。



福岡市 港湾空港局 事業調整部 事業管理課 

〒812-8620 福岡市博多区沖浜町12-1 

ＴＥＬ：092-282-7043  ＦＡＸ：092-282-7044 

（ホームページ）http://island-city-miryoku.city.fukuoka.lg.jp/ 

2026.4 改訂版 
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